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研究成果の概要（和文）：1945 年のアジア・太平洋戦争の敗戦をはさむ 1940 年代は、高等教

育機関の拡大期であった。なかでも公立高等教育機関はこの時期一貫して増加傾向にあった。

これはなぜなのか、その謎を解明することが本研究の最終的な目的であった。そのため研究で

は、政策主体、地方公共団体、地域民衆の三つのアクターを設定し、それぞれがどのように公

立高等教育機関の設置にかかわっていったのかを明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）：The aim of this study was to clarify the process of increase of public 
institution for higher education in the 1940s in Japan. I examined how three actors, 
national government, local government and the people in the local area, were concerned in 
setting up institutions for higher education. 
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１．研究開始当初の背景 
 
 申請者は、「日本における大学と地域社会
との関係史」というテーマで研究を進めてき
たが、その全体構想のなかで近年取り組んで
きたのは、主として戦前期（1930 年代まで）
において地方公共団体が設置・運営にかかわ
った公立大学の成立と展開の史的研究だっ
た。 
 その成果を受けて今回の研究は、時期を
1940 年代（戦時下から戦後改革期）に延長
し、対象を公立大学から公立専門学校を含む

公立高等教育機関全般に拡大し、戦後期
（1950 年代以降）の公立大学史研究につな
げていくための足がかりとすることを企図
した。 
 
 
２．研究の目的 
 
 1940 年代は通常、アジア・太平洋戦争の
敗戦の年である 1945 年を境として、前半は
戦中期、後半は戦後改革期に二分される。前
半は、総力戦体制下にあってすべてが戦争遂

機関番号：13901 

研究種目：基盤研究(C) 

研究期間：2007～2010 

課題番号：19530690 

研究課題名（和文） 

１９４０年代日本における公立高等教育機関増設過程の研究 

研究課題名（英文） 

 A Study on Process of Increase of Public Institution for Higher Education in the 1940s 

in Japan 

研究代表者： 

吉川 卓治（YOSHIKAWA TAKUJI） 

名古屋大学・教育発達科学研究科・教授 

研究者番号：50230694 



 

 

行に動員された時代であったのに対して後
半はアメリカを中心とする占領軍のもとで
非軍事化と民主化が推進された時代だった。
ところがこの対照的な時期に区分される
1940 年代において公立高等教育機関は一貫
して増加傾向にあった。これはいったいなぜ
なのか。 
 そこで、公立高等教育機関の増設にかかわ
る主要なアクターとして政策主体、地方公共
団体、地域民衆の三つを設定し、それらがな
ぜ、どのように公立高等教育機関の設置にか
かわっていったのか、という問いをたて、そ
れに対して具体的な史料を用いて実証的に
迫っていくことが本研究の目的である。 
 
 
３．研究の方法 
 
 本研究は、第一に通常 1945 年で分割され
るこの時期を一貫した視点のもとに捉えよ
うとしていること、第二に官立や私立に代表
される高等教育機関のうち公立高等教育機
関を対象としていること、に特徴をもってい
る。これらを方法的視点としながら、以下に
示すような具体的な方法を用いて研究を進
めた。 
 ①刊行されている個別大学史、都道府県史、
地方議会史の収集・調査 
 ②国立公文書館における公立専門学校お
よび公立大学の設置・認可にかかわる文書の
調査・収集 
 ③公立高等教育機関を設置した都道府県
および市の公文書館および地方議会図書館
での関係資料および議会会議録の調査・収集 
 ④地方新聞の収集 
 ⑤個別大学所蔵の一次史料の調査・収集 
 
 
４．研究成果 
 
 本研究において明らかになった諸点を示
せば以下のとおりである。 
 
①新制大学の基盤としての公立専門学校 
 1940 年代における公立専門学校の増設過
程においてとりわけ顕著な動きは、その前半
に現れる。すなわち、1940 年から 45 年まで
のあいだに公立専門学校だけで 46 校も増加
したのである。その内訳を学科別に整理する
と表 1 のようになる（ただし「女子」は女子
専門学校を示している。女子医学専門学校は
「医学」として数えた）。 
 この表によると 46校のうち 20校という半
数近くが医学の専門学校だったことがわか
る。そこで、この時期設置された公立医学専
門学校について、戦後の動向を調べてみると、
山梨県立医学専門学校、山梨県立女子医学専

門学校、高知県立女子医学専門学校、秋田県
立女子医学専門学校の 4 校以外の 16 校は、
すべて 1952 年までに新制大学の医学部へと
昇格・転換している（高知県立女子医学専門
学校は高知女子大学に改組・昇格）。このこ
とからもわかるように、この時期設置された
公立医学専門学校の多くは、戦後改革によっ
て誕生することになった新制大学の基盤と
なり、その後も地域の高等教育を支えていく
ことになったのである。 
 

表１ 学科別公立専門学校設置数 

 
 
②公立医学専門学校の急増 
 では、なぜ公立専門学校は戦時下において
急増したのか。以下、中心的な位置を占めて
いた医学専門学校について述べる。文部省は、
1930 年代においては「医育統一論」に基づ
いて医師養成を大学に限定する政策方針を
とっており、医学専門学校の新設を抑制して
きた。しかし 1939 年に軍部の強い要請を受
けて帝国大学および官立医科大学に臨時附
属医学専門部を設置すると、それ以後、公立
医学専門学校が急増していく。このため、従
来の研究では、臨時附属医学専門部と公立医
学専門学校との類似性が注目されてきた。す
なわち、後者は前者と同様に「軍医速成」が
目的だったというわけである。 
これに対して天野郁夫は、医師の徴用によ

る医師不足への対処という戦時体制との関
係とその背後にあった「地方的な要請」を指
摘した（天野郁夫『高等教育の日本的構造』
玉川大学出版部、1986 年）。この見解には基
本的に同意することができる。しかし、これ
は基本的に二次文献に依拠したものであり、
必ずしも十分に実証されているわけではな
い。そこで公立公文書館に所蔵されている
「設置認可申請書」を検討したところ、地方
当局から文部省に対して提出されたそれら
の公文書には公立医学専門学校の設置目的
が「無医村」対策や「地方病」対策への対応
にあったことが明らかになった（「1940 年代
前半における公立医学専門学校の急増――設

学科 1940 1941 1942 1943 1944 1945 計

農林・

畜産
0 0 2 0 2 4 8

工業 1 0 2 3 7 2 15

女子 0 1 0 1 0 0 2

医学 0 0 1 4 11 4 20

薬学 0 0 0 0 0 1 1

計 1 1 5 8 20 11 46



 

 

置認可申請書の検討を通して――」名古屋大
学大学院教育発達科学研究科教育史研究室
『教育史研究室年報』第 15 号、2010 年 2 月、
および『公立大学の誕生――近代日本の大学
と地域』名古屋大学出版会、2010 年、を参
照）。 
 
③地方議会における公立専門学校設置論議 
 だが、ここで疑問が生じる。すなわち、「設
置認可申請書」は地方当局が文部省に提出す
るものである。したがってそこに示されてい
る地域の要請なるものは内務省の地方担当
者の要請、あるいは文部省の意向の反映に過
ぎないのではないかという懸念がある。この
ため、地域民衆に一定の基盤を置く地方議会
の議事録を精査し、設置への過程を明らかに
する必要が出てくる。 
 そこで本研究では、公立医学専門学校を設
置した道府県および市の議会図書館、図書館、
公文書館などを調査し、設置にかかわる議論
がなされた議事録を調査・収集した。議事録
からわかるのは以下の諸点である。 
 第一に、公立医学専門学校の設置過程にお
いて、地方議会側が主導権をもっていたとみ
られるものと、府県市当局の動きが先導した
とみられるものとがあったことである。前者
の代表としては、鹿児島県立鹿児島医学専門
学校の事例があげられる。1939 年と 1940 年
の両年の議会で県会議員が医学専門学校設
置の意向を問うたのに対して県当局は繰り
返しその可能性を否定した。しかし、県会は
県立医学専門学校設置の建議を可決し、それ
を受けて 1942 年になって県はようやく文部
省に設置認可申請を行なっている。 

同様に、京都府、北海道、秋田県、和歌山
県などでも、道会・県会が公立医学専門学校
設置の建議や意見書を可決し、その後、地方
当局が設置認可申請を行なった。なお、山梨
県立医学専門学校の場合も、設置の建議が可
決されたわけではなかったが、県会が主導し
た事例に位置づけられると考えられる
（「1940 年代の地域における高等教育要求
――山梨県立医学専門学校を中心に――」『教
育史研究室年報』第 16 号、名古屋大学大学
院教育発達科学研究科教育史研究室、2010
年 10 月を参照）。 
 他方、府県市当局がイニシアティブをとっ
たとみられる事例としては、岐阜県、福島県、
広島県があげられる。これらの県では、県当
局が設置認可を申請した後になってはじめ
て、県会に予算案や関係議案がいわば事後的
に提出され、そこで初めて医学専門学校の概
要が説明されている。さらには、徳島県、山
口県、福岡県、奈良県のように、県会そのも
のが招集されず、参事会での承認で済ませて
しまった場合もあった。 
 第二に、公立医学専門学校の設置をめぐっ

て地方議会の場で何が論点になっていたか
が明らかになった。すなわち、ひとまず大ま
かにいって、（１）費用・資材をどう調達す
るか、（２）入学者を男子とするか女子とす
るか、（３）地元の利益をどう確保するか、
といったことをめぐって議論がなされてい
たのである。 
 （１）設置の費用や資材の調達方法につい
て興味深いのは、三重県や岐阜県、山梨県、
秋田県などのように、直接の設置者となった
県だけでなく、しばしば「市」が関与してい
たことである。この背景には、1943 年 10 月
に閣議決定された「教育ニ関スル戦時非常措
置方策」による商業学校の工業学校等への転
換があった。同一市内に工業学校と商業学校
が存在する場合、この「措置方策」による転
換によって工業学校の重複を生じることに
なるため、それらの統合・整理縮小が進めら
れ、それにともなって市内に空き校舎が生じ
ることになった。こうした学校転換によって
結果的に生じることになった空き校舎が医
学専門学校の校舎に転用されていくことに
なったのであり、そこには「市」の協力が不
可欠だったのである。 
 （２）男子の専門学校とするか、女子の専
門学校とするか、ということも地方議会では
重要な論点となった。議員の発言を読むと、
一方で女子に対する伝統的な差別意識と他
方で男性医師の徴用の進行という現実との
あいだで議員たちが激しく揺さぶられてい
たことがよくわかる。 
さらに注目されるのが、政府もこうした矛

盾を同様に抱え込んでいたとみられること
である。文部省側の史料ではないため一定の
留保が必要かもしれないが、地方当局者の証
言は文部省の方針がいかにぶれていたかを
うかがわせて興味深い。例えば、名古屋市で
は政府が男子医学専門学校は認めないとい
う方針をとっていると説明された。ところが、
山口県では女子医学専門学校は容認しない
というのが政府の方針だと県会で紹介され
ている。男女別学を前提として入学者を男子
とするのか、女子とするのかということが地
方議会さらには政府でも重要な論点になっ
ていたのである。 
 （３）地方利益の保全・確保に腐心してい
た様子もうかがえる。地方議会の議員たちに
とっては、新設される医学専門学校にいかに
地元出身者を入れるかということが重要な
関心事であった。一方で国策にのっとり国家
的人材の養成をうたいつつも、他方では地元
の利益をいかにして守るかということが目
指されていたのである。日本医療団による公
立病院の接収を避けるために医学専門学校
の設置が進められたのではないかという指
摘が神谷昭典によってなされている（神谷昭
典『日本近代医学の相剋―総力戦体制下の医



 

 

学と医療―』医療図書出版社、1992 年）、さ
らには和歌山県のように高等商業学校廃止
後の校舎が軍に接収されることを忌避して
医学専門学校の誘致を求めるような発言が
なされることすらあったことは注目されて
よいだろう。 

以上のように、地方的利益は国家的利益に
よって完全に包摂されたわけではなかった
ことがうかがえる（吉川卓治『地方議会にお
ける公立医学専門学校設置論議――1940 年代
日本における公立高等教育機関増設過程の
研究――』名古屋大学教育発達科学研究科、
2011 年、を参照）。 
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